
■都市基準点を利用する場合は，窓口にて手続きが必要になります。

■都市基準点設置場所の付近でその効用を害する恐れのある工事等を施行する
　場合は届出が必要となります。

■工事等に伴い都市基準点の一時撤去又は移転が必要な場合は届出が必要と
　なります。

■工事等によって，都市基準点の効用を害した場合又は，一時撤去・移転を
　行った場合は，原因者の負担で基準点の機能回復が必要になります。
（工事等の施工者が，都市基準点設置場所の土地の所有者等の場合を除く。）

○　大切な基準点の保存・管理にご協力下さい。

○　基準点の棄損など，異常に気付かれた場合は，下記へお知らせ下さい。

　　　　　　【各種申請・届出窓口】

　　　　　　　　福岡市　財政局　技術監理部　技術企画課
　　　　　　　　〒810-8620
　　　　　　　　福岡市中央区天神１丁目８番１号（本庁舎３Ｆ）
　　　　　　　　ＴＥＬ：０９２－７１１－４９０３


